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安芸太田町病院事業の現状と課題
～中山間地の人口減は医療提供体制の再編を促す～

人口減 ⇒ 患者減 ⇒ 病院収入減 ⇒ 規模の縮小／経営形態の見直し＊という単純な話ではない

＊：公立病院には総務省が作成する公立病院経営強化ガイドラインに基づいた
経営強化プランの作成が義務付けられている。その中で経営形態の方向性
について記すことが求められている。

第1回病院事業在り方検討委員会＠202505291



（経営改革プランの①、③）
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予算収入 = 単価 x (入院・外来患者数)＋繰入金
～支出が減る要因が無い中で黒字予算を組むにも限界が有る～

民間病院の様に経営状況に応じた給与の増減が出来ない
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認知症治療病棟閉鎖

療養病棟の10床を
介護医療院に転換

➢ R2年以降、一般急性期から地域包括ケア病棟に機能変更、認知症治療病棟閉鎖、さらに療養病棟の一部を介護医療
院（介護施設）に転換、訪問リハビリステーション開設。外国人介護人財（技能実習生）を雇用。

➢ R6年度再度黒字化(0.2%を黒字と言えるか？）を達成したが、院内整備に回す資金の確保は困難だった。
➢ 経営状況に関係ない人事院勧告による毎年の給与費増加分は当該年だけ補正予算で手当てされる。その後は収入が

増えない中で（診療報酬改定は2年毎で、しかも増額になるかどうか不明）、自前で支払いを継続。
➢ 診療報酬は公定価格なので、光熱費・最低賃金・委託費等の上昇分を患者に転嫁出来ない。
➢ 国家資格を持った集団なので、経営状況に合わせた他部署への異動や給与体系の変更も難しい。

安芸太田町病院事業経営指標の推移

地域包括ケア病棟に転換

認知症治療病棟閉鎖

介護医療院開設

訪問リハビリステーション開設

技能実習生雇用
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他の病院に比べると経営努力が足りないのでは？
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安芸太田病院と同規模

8



9



安芸太田病院の経営基本情報の推移

安芸太田病院は認知症治療病棟閉鎖時（R４年度末）人員削減は行っていない。また、病床は95床だが介護医療院10床を含んだ
人員配置なので類似病院（50~100 床）に比べると多く配置されている可能性が有る

総務省HP：
公立病院経営強化より

ド…人間ドック 透…人工透析 訓…運動機能訓練室

救…救急告示病院 臨…臨床研修病院
ヘ…へき地医療拠点病院
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病院事業の運営は何に基づいているのか
～公益性と効率性（黒字化）とのジレンマ～

自分達がやりたい医療ではなく地域で求められている
医療を提供する為に必要な枠組み

地域医療構想：
2014年に制度化され、将来人口推計をもとに2025年までに中長期的な人口構造や地域
の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適
切な医療を効率的に提供できる体制の確保を目的として始まった制度。

医療計画：
6年に1度、医療法(第30条)に基づいて厚生労働省が策定する基本方針に則し、地域の実
情に応じた医療提供体制の確保のために各都道府県がつくる計画。 地域の現状と基準
病床数、必要な医療を提供するための取り組み(急性期から在宅療養までの医療連携体
制や医療従事者の確保、施設の整備等)が記載される（R6～広島県第8次保健医療計画）。

医療提供を行う上で関係する法律
医療施設・運営：医療法（経営状況に応じた仕組み（基準）の変更が自前では出来ない）

保健診療：健康保険法（経営状況を反映できない公定価格）

医療者：医師法、薬剤師法、保健師助産師看護師法等（経営状況に応じた異動が出来ない）
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＃ レセプトの電算処理（H11年～、H18年よりレセプトオンライン請求）
＃ 一般病棟の診療内容がDPC導入により詳らかになった（H15年より正式導入）

データ分析により標準治療に必要な医療の総量が明らかになり、病院間・地域間格差も判明

＃ H20年より第1期医療費適正化計画開始 ⇒ R6年より第4期医療費適正化計画
＃ H26年 地域医療構想（2025年が到達点） 

⇒ R7年度中に新たな地域医療構想のガイドラインが出る予定（2040年が到達点）

一般の人は、 『医療関係者の“病院の経営はきつい”は“まやかし”で
まだまだバラ色ではないか』と思っている

～苦しいと言いながら医者はベンツを乗り回し派手な生活をしているでしょ～

平林が医師になった頃

医療費の請求が出来高で出来た
機能に基づく病棟の区分が無かった
医療法に基づく看護師の配置基準
医療（手術や検査等）が何処でも同じ様に出来た
薬価差益が見込まれた
消費税は導入されていなかった

現 在

医療費の請求が包括請求（外来は除く）
病棟機能報告に基づく分化（（高度）急性期、回復期、慢性期）

病棟機能に基づく看護師の配置基準
医療の高度化により連携による医療供給体制の整備
院外薬局＋後発医薬品の導入で差益無し
消費税は導入されたが、医療機関は患者に請求出来ない
（控除対象外消費税）

今、医療の現場で起こっていることは、エビデンスとデータ分析
に基づいた診療報酬改訂による政策誘導だと感じている（平林私見）。

13



そうは言っても公立病院には
補助金が出るのでは？
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以前は許可病床数で補助金請求出来た
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安芸太田町では既に2040問題が起きている 18



新たな地域医療構想、第８次計画（後期）の中で安芸太田病院の立ち位置を明らかにしておきたい
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入院棟（築34年）
施設の更新？

診療を継続するには施設・医療機器の維持管理も必要
⇓

人口減の中で地域の医療の在り方を安芸太田町・
広島県の医療政策の枠組みの中で決めて貰いたい
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